
所得段階
保険料の
調整率

第１段階
基準額

×０．２５ 18,700 円

第 ２段階
前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が
１２０万円以下の方

基準額
×０．４０ 30,000 円

第 ３段階
前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が
１２０万円を超える方

基準額
×０．６５ 48,700 円

第 ４段階
前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が
８２万６，５００円以下の方

基準額
×０．９０ 67,500 円

第 ５段階
前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が
８２万６，５００円を超える方

基準額 75,000 円

第 ６段階
合計所得金額

※3
が

１２５万円未満の方
基準額

×１．２０ 90,000 円

第 ７段階
合計所得金額が
１２５万円以上１９０万円未満の方

基準額
×１．２５ 93,700 円

第 ８段階
合計所得金額が
１９０万円以上２１０万円未満の方

基準額
×１．４５ 108,700 円

第 ９段階
合計所得金額が
２１０万円以上２５０万円未満の方

基準額
×１．５５ 116,200 円

第１０段階
合計所得金額が
２５０万円以上２９０万円未満の方

基準額
×１．７５ 131,200 円

第１１段階
合計所得金額が
２９０万円以上３２０万円未満の方

基準額
×１．８０ 135,000 円

第１２段階
合計所得金額が
３２０万円以上４２０万円未満の方

基準額
×１．８５ 138,700 円

第１３段階
合計所得金額が
４２０万円以上５２０万円未満の方

基準額
×１．９０ 142,500 円

第１４段階
合計所得金額が
５２０万円以上６２０万円未満の方

基準額
×２．００ 150,000 円

第１５段階
合計所得金額が
６２０万円以上７２０万円未満の方

基準額
×２．１０ 157,500 円

第１６段階
合計所得金額が
７２０万円以上の方

基準額
×２．２０ 165,000 円

６５歳以上の方の介護保険料　令和６年度～令和８年度（２０２４年度～２０２６年度）

対象となる方 保険料（年額）

・生活保護受給者の方

・老齢福祉年金
※１

受給者で世帯全員が市県民税非課税の方

・世帯全員が市県民税非課税で前年の課税年金収入額
※２

と

その他の合計所得金額
※4

の合計が８２万６，５００円以下の方

　　　※１　老齢福祉年金 明治４４年（１９１１年）４月１日以前、または大正５年(１９１６年)４月１日以前に生まれた方で
一定の要件を満たした方が受けている年金です。

　　　※２　課税年金収入額 国民年金・厚生年金・共済年金等の課税対象となる種類の年金収入額のことです。
なお、障害年金・遺族年金・老齢福祉年金等は含まれません。

　　　※３　合計所得金額

　　　※4 その他の合計所得金額 合計所得金額から年金所得額を控除した額です。第1～5段階については「その他の合計所得金額に給与所得が
含まれている場合は、給与所得から10万円」を控除した金額です。

世帯全員が
市県民税
非課税

世帯の誰かに
市県民税が課税
されているが、
本人は市県民税
非課税

収入から必要経費相当額を差し引いた額です。また「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」がある
場合は控除後の金額です。なお、介護保険法施行令の改正に基づき、令和８年度の介護保険料の算定に限り、
給与収入が５５万１千円以上１９０万円未満の方は、介護保険料の算定基準となる合計所得金額が税制改正前の
水準まで引き上げられ、市県民税の課税・非課税段階の判定についても同様に税制改正前の基準に基づいて計
算されます。そのため、令和８年度の市県民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみ
なされる場合があります。

本人が
市県民税課税


